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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月9日(2015.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式

式中、Ｒ１－３は独立して、水素、メチル、およびベンジル基で置換されており、Ｒ１－

３の少なくとも２つは、常に置換されたベンジルであり、かつ前記ベンジル基は２つの水
酸基で置換されている化合物からなる群から選択されることを特徴とする化合物ならびに
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その薬学的に許容される塩。
【請求項２】
　請求項１に記載の化合物において、

からなる群から選択されることを特徴とする化合物。
【請求項３】
　請求項１に記載の化合物および薬学的に許容される賦形剤を含むことを特徴とする医薬
組成物。
【請求項４】
　式

式中、Ｒ１－３は独立して、水素、メチル、およびベンジル基で置換されており、Ｒ１－

３の少なくとも２つは、常に置換されたベンジルであり、かつ前記ベンジル基は２つの水
酸基で置換されており、アミロイド又はα－シヌクレイン原繊維の形成、堆積、蓄積、あ
るいは持続性の処理に用いられる、化合物からなる群から選択されることを特徴とする化
合物ならびにその薬学的に許容される塩。
【請求項５】
　式
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式中、Ｒ１－３は独立して、水素、メチル、およびベンジル基で置換されており、Ｒ１－

３の少なくとも２つは、常に置換されたベンジルであり、かつ前記ベンジル基は２つの水
酸基で置換されており、アミロイド病、又はシヌクレイノパチーを患っている哺乳類のこ
れらの疾病の治療に用いられる、化合物からなる群から選択されることを特徴とする化合
物ならびにその薬学的に許容される塩。
【請求項６】
　請求項５に記載の化合物の使用において、前記アミロイド病が、アルツハイマー病、Ｉ
Ｉ型糖尿病、全身性ＡＡアミロイドーシス、ダウン症候群、オランダ型アミロイドーシス
を伴う遺伝性脳出血、および大脳β－アミロイド血管障害からなる疾患の群から選択され
ることを特徴とする使用。
【請求項７】
　請求項５に記載の化合物の使用において、前記アミロイド病がアルツハイマー病である
ことを特徴とする使用。
【請求項８】
　請求項５に記載の化合物の使用において、前記シヌクレイノパチーが、パーキンソン病
、家族性パーキンソン病、レビー小体病、レビー小体変異型のアルツハイマー病、レビー
小体型認知症、多系統萎縮症、およびグアムのパーキンソン認知症症候群からなる群から
選択されることを特徴とする使用。
【請求項９】
　請求項５に記載の化合物の使用において、前記シヌクレイノパチーがパーキンソン病で
あることを特徴とする使用。
【請求項１０】
　請求項５に記載の使用において、投与される前記化合物が、０．１ｍｇ／ｋｇ／日～１
０００ｍｇ／ｋｇ／日の量であることを特徴とする使用。
【請求項１１】
　請求項５に記載の使用において、前記化合物が、１ｍｇ／ｋｇ／日～１００ｍｇ／ｋｇ
／日の量で投与されることを特徴とする使用。
【請求項１２】
　請求項５に記載の使用において、投与される化合物の量が、１０ｍｇ／ｋｇ／日～１０
０ｍｇ／ｋｇ／日の量であることを特徴とする使用。
【請求項１３】
　包装材料、包装材料内に含有され、β－アミロイド又はα－シヌクレインの原繊維およ
び／又は凝集物の形成、堆積、蓄積、あるいは持続性の処理のために使用される、請求項
１に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩、ならびに化合物又はその薬学的に許容
される塩がβ－アミロイド又はα－シヌクレインの原繊維および／又は凝集物の形成、堆
積、蓄積、あるいは持続性の処理のために使用されることを表示するラベルを含むことを
特徴とする製品。
【請求項１４】
　式
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式中、Ｒ１－３は独立して、水素、メチル、およびベンジル基で置換されており、Ｒ１－

３の少なくとも２つは、常に置換されたベンジルであり、かつ前記ベンジル基は２つの水
酸基で置換されている化合物からなる群から選択されることを特徴とする化合物ならびに
その薬学的に許容される塩の、アミロイド又はα－シヌクレイン原繊維の形成、堆積、蓄
積、あるいは持続性の処理用薬剤の製造における使用。
【請求項１５】
　式

式中、Ｒ１－３は独立して、水素、メチル、およびベンジル基で置換されており、Ｒ１－

３の少なくとも２つは、常に置換されたベンジルであり、かつ前記ベンジル基は２つの水
酸基で置換されている化合物からなる群から選択されることを特徴とする化合物ならびに
その薬学的に許容される塩の、アミロイド病又はシヌクレイノパチーを患っている哺乳類
におけるこれらの疾病の治療用薬剤の製造における使用。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の化合物の使用において、前記アミロイド病が、アルツハイマー病、
ＩＩ型糖尿病、全身性ＡＡアミロイドーシス、ダウン症候群、オランダ型アミロイドーシ
スを伴う遺伝性脳出血、および大脳β－アミロイド血管障害からなる疾患の群から選択さ
れることを特徴とする使用。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の化合物の使用において、前記アミロイド病がアルツハイマー病であ
ることを特徴とする使用。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の化合物の使用において、前記シヌクレイノパチーが、パーキンソン
病、家族性パーキンソン病、レビー小体病、レビー小体変異型のアルツハイマー病、レビ
ー小体型認知症、多系統萎縮症、およびグアムのパーキンソン認知症症候群からなる群か
ら選択されることを特徴とする使用。
【請求項１９】
　請求項１５に記載の化合物の使用において、前記シヌクレイノパチーがパーキンソン病
であることを特徴とする使用。
【請求項２０】
　請求項１５に記載の使用において、投与される前記化合物が、０．１ｍｇ／ｋｇ／日～
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１０００ｍｇ／ｋｇ／日の量であることを特徴とする使用。
【請求項２１】
　請求項１５に記載の使用において、前記化合物が、１ｍｇ／ｋｇ／日～１００ｍｇ／ｋ
ｇ／日の量で投与されることを特徴とする使用。
【請求項２２】
　請求項１５に記載の使用において、投与される化合物の量が、１０ｍｇ／ｋｇ／日～１
００ｍｇ／ｋｇ／日の量であることを特徴とする使用。
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